
日本国愛知県と中華人民共和国広東省との

友好交流及び協力関係を発展させることに係る覚書

日本国愛知県と中華人民共和国広東省とは、日中両国が1972年に発表した「日中

共同声明」と1978年に締結した「日中平和友好条約」の原則と精神に基づき、相互理

解と友情を深め、互恵かつ持続可能な協力関係を発展させるために、今後、様々な分野

で広範な交流と協力を推進する。

愛知県と広東省人民政府は経済、環境、科学技術などの分野における交流と協力を

積極的に推進することに同意する。

双方は、以下の部署をそれぞれの連絡窓口とする。

日本側 :愛知県地域振興部

中国側 :広東省人民政府外事弁公室

双方の連絡窓回の部署は不定期に相互訪間し、関連項目の実施状況について協議

する。

本覚書は署名の日から効力を生ずる。

本覚書は2013年 11月 25日 に広東省広州市で署名され、等しく根拠となる日本語と

中国語でそれぞれ記された2通を1組とする。
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中 半 人 民 共 中 国 声 末 省 与 日本 国 愛 知 暴

ム 展 交 流 与 合 作 共 栞 各 Jt景

中 半 人 民 共 牙口国 声 末 省 与 日本 国 興 知 暴 9根据 中 日両 国 テ

1972年義表的 《■コ日朕合声 明》
～

1978メ■締結

“

ン《■コ日牙口千

麦好荼釣》原只J及精神 ,力増蛯相互了解牙口表迫 9義展二三二

利 、持 袋 有 致 的 合 作 表 栞 ,特声 え 牙 展 各 ↑ 飯 域 的 交 流 与 合 作 。

庁 末 省 人 民 政 府 牙口興 知 暴 政 府 月 嵐 釈 扱 推 ラ 双 方 在 螢 済 、

不 保 、 科 技 手 多 飯 域 的 交 流 与 合 作 。

双 方 鶴 定 以 下 部 J｀¬力 各 自 朕 分 宙 口
:

中 方 :声 末 省 人 民 政 府 タト事 ふ 傘 宣

日方 :興 知 暴 地 域 振 共 部

双 方 朕 外 部 J｀¬特 不 定 期 ニ サ 9哄 斉 付 有 去 項 目 的 臭 苑 1斉

Jl。

本 各 良 景 自釜 字 二 日た 生 致 ,テ 2013年 H月 25日 在 声

京 省 声 州 市 釜 署 ,以 中 、 日夫 _~5成,各 ― 式 万
'9万
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